
職 補 ― １ ０ ８

令和７年３月３１日

人 事 院 事 務 総 長

「災害補償制度の運用について」の一部改正について（通知）

「災害補償制度の運用について（昭和４８年１１月１日職厚―９０５）」の一

部を下記のとおり改正したので、令和７年４月１日（第１８（福祉事業関係）の

４の改正については、令和６年４月１日）以降は、これによってください。

記

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分（以下「傍線部分」

という。）でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、こ

れを当該傍線部分のように改め、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応

する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削り、改正後欄に掲

げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないも

のは、これを加える。

改 正 後 改 正 前

第２ 公務上の災害の認定関係 第２ 公務上の災害の認定関係

１ （略） １ （略）

２ 公務上の疾病の認定 ２ 公務上の疾病の認定

⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （略）



⑷ 規則１６―０第２２条第１ ⑷ 規則１６―０第２２条第１

項の「人事院が定める疾病」 項の「人事院が定める疾病」

は、次に掲げる公務上の疾病 は、次に掲げる公務上の疾病

（⑸及び４において「特定疾 （⑸及び４において「特定疾

病」という。）とする。 病」という。）とする。

ア 負傷に起因する複合性局 ア 負傷に起因する反射性交

所疼痛症候群（反射性交感 感神経性ジストロフィー及
とう

神経性ジストロフィー及び びカウザルギー（当該負傷

カウザルギー）（当該負傷 と同時期に発症したものを

と同時期に発症したものを 除く。）

除く。）

イ～オ （略） イ～オ （略）

⑸・⑹ （略） ⑸・⑹ （略）

３・４ （略） ３・４ （略）

第９ 休業補償関係 第９ 休業補償関係

１・２ （略） １・２ （略）

３ 規則１６―０第２４条の２第 ３ 規則１６―０第２４条の２第

１項の「勤務することができな １項の「勤務することができな

い日」とは、１日の全部につい い日」とは、１日の全部につい

て勤務することができない日を て勤務することができない日を

いい、「その日に受ける給与の いい、「その日に受ける給与の

額」は、次に掲げる額とする。 額」は、次に掲げる額とする。

⑴ （略） ⑴ （略）

⑵ 規則１６―０第２４条の２ ⑵ 規則１６―０第２４条の２

第１項に規定する日（⑶及び 第１項に規定する日（⑶にお

第１９の１５において「休業 いて「休業補償事由発生日」



補償事由発生日」という。） という。）の属する月が、規

の属する月が、規則１６―０ 則１６―０第８条の２に規定

第８条の２に規定する合計額 する合計額に相当する額があ

に相当する額がある月である る月であるときは、当該属す

ときは、当該属する月におけ る月における通勤についての

る通勤についての当該相当す 当該相当する額を３０で除し

る額を３０で除して得た額 て得た額

⑶ （略） ⑶ （略）

４～７ （略） ４～７ （略）

第１１の２ 介護補償関係 第１１の２ 介護補償関係

１～３ （略） １～３ （略）

４ 規則１６―０第２８条の３の ４ 規則１６―０第２８条の３の

「人事院が定める額」は、次に 「人事院が定める額」は、次に

掲げる場合の区分に応じ、それ 掲げる場合の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める額とする。 ぞれ次に定める額とする。

⑴ （略） ⑴ （略）

⑵ 常時介護を要する場合にお ⑵ 常時介護を要する場合にお

いて、一の月に親族又はこれ いて、一の月に親族又はこれ

に準ずる者による介護を受け に準ずる者による介護を受け

た日があるとき（その月に介 た日があるとき（その月に介

護に要する費用を支出して介 護に要する費用を支出して介

護を受けた日がある場合に 護を受けた日がある場合に

あっては、当該介護に要する あっては、当該介護に要する

費用として支出された額が８ 費用として支出された額が８

５，４９０円以下であるとき １，２９０円以下であるとき

に限る。） ８５，４９０円 に限る。） ８１，２９０円



（新たに介護補償を支給すべ （新たに介護補償を支給すべ

き事由が生じた月にあって き事由が生じた月にあって

は、介護に要する費用として は、介護に要する費用として

支出された額） 支出された額）

⑶ （略） ⑶ （略）

⑷ 随時介護を要する場合にお ⑷ 随時介護を要する場合にお

いて、一の月に親族又はこれ いて、一の月に親族又はこれ

に準ずる者による介護を受け に準ずる者による介護を受け

た日があるとき（その月に介 た日があるとき（その月に介

護に要する費用を支出して介 護に要する費用を支出して介

護を受けた日がある場合に 護を受けた日がある場合に

あっては、当該介護に要する あっては、当該介護に要する

費用として支出された額が４ 費用として支出された額が４

２，７００円以下であるとき ０，６００円以下であるとき

に限る。） ４２，７００円 に限る。） ４０，６００円

（新たに介護補償を支給すべ （新たに介護補償を支給すべ

き事由が生じた月にあって き事由が生じた月にあって

は、介護に要する費用として は、介護に要する費用として

支出された額） 支出された額）

５～９ （略） ５～９ （略）

第１４の２ 在外公館に勤務する職 第１４の２ 在外公館に勤務する職

員又は公務で外国旅行中の職員の 員又は公務で外国旅行中の職員の

特例関係 特例関係

１ 規則１６―２第２条第１項 １ 規則１６―２第２条第１項

（同条第２項において準用する （同条第２項において準用する

場合を含む。）の規定に基づき 場合を含む。）の規定に基づき



平均給与額の算定の基礎となる 平均給与額の算定の基礎となる

給与の総額に加える給与の額 給与の総額に加える給与の額

は、次に掲げる給与の種類に応 は、次に掲げる給与の種類に応

じ、１月につき、それぞれ次に じ、１月につき、それぞれ次に

掲げる額とする。 掲げる額とする。

⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略）

⑶ 初任給調整手当 在外公館 ⑶ 初任給調整手当 在外公館

の名称及び位置並びに在外公 の名称及び位置並びに在外公

館に勤務する外務公務員の給 館に勤務する外務公務員の給

与に関する法律（昭和２７年 与に関する法律（昭和２７年

法律第９３号。第１９の１６ 法律第９３号。⑷において

において「在外給与法」とい 「在外給与法」という。）の

う。）の規定の適用がないも 規定の適用がないものとした

のとした場合に給与法の規定 場合に給与法の規定に基づき

に基づき支給されることとな 支給されることとなる初任給

る初任給調整手当の月額 調整手当の月額

（削る） ⑷ 扶養手当 在外給与法の規

定に基づく配偶者手当が支給

されている者について、在外

給与法第１５条の規定の適用

がないものとした場合に給与

法の規定に基づき支給される

こととなる配偶者に係る扶養

手当の月額

⑷ 地域手当 俸給の月額、⑴ ⑸ 地域手当 俸給の月額、⑴

による額及び扶養手当の月額 による額及び扶養手当の月額



の合計額に給与法第１１条の （⑷による月額を含む。）の

３第２項第１号の１級地に係 合計額に給与法第１１条の３

る支給割合（⑻において「１ 第２項第１号の１級地に係る

級地支給割合」という。）を 支給割合（⑼において「１級

乗じて得た額 地支給割合」という。）を乗

じて得た額

⑸～⑻ （略） ⑹～⑼ （略）

２ 規則１６―２第６条の２第１ ２ 規則１６―２第６条の２第１

項第２号の「人事院が定める業 項後段の「人事院が定める業

務」は、国際連合平和維持活動 務」は、国際連合平和維持活動

等に対する協力に関する法律 等に対する協力に関する法律

（平成４年法律第７９号）第２ （平成４年法律第７９号）第２

１条の規定により国際平和協力 １条の規定により国際平和協力

本部長の委託を受けて実施され 本部長の委託を受けて実施され

る輸送の業務のうち、国際平和 る輸送の業務のうち、国際平和

協力業務が実施される国におい 協力業務が実施される国におい

て行われる業務とする。 て行われる業務とする。

第１５ 船員の特例関係 第１５ 船員の特例関係

（削る） １ 規則１６―２第２条の２の

「人事院が定めるもの」は、航

海日当（船員が行政執行法人の

職員である場合にあっては、こ

れに相当するもの）とする。

１・２ （略） ２・３ （略）

第１８ 福祉事業関係 第１８ 福祉事業関係

１～３ （略） １～３ （略）



４ アフターケアの取扱いについ ４ アフターケアの取扱いについ

ては、次による。 ては、次による。

⑴ 規則１６―３第１２条の ⑴ 規則１６―３第１２条の

「人事院が定める者」は、次 「人事院が定める者」は、次

に掲げる者とする。 に掲げる者とする。

ア～シ （略） ア～シ （略）

ス 熱傷の傷病者で障害等級 ス 熱傷の傷病者で障害等級

に該当する程度の障害が存 に該当する程度の障害が存

するもの するもの（障害の程度が第

１４級の障害等級に該当す

る者にあっては、医師の医

学的意見により、実施機関

が特にアフターケアを実施

する必要があると認めた者

に限る。）

セ～ツ （略） セ～ツ （略）

⑵ （略） ⑵ （略）

５～９ （略） ５～９ （略）

１０ 障害特別援護金の取扱いに １０ 障害特別援護金の取扱いに

ついては、次による。 ついては、次による。

規則１６―３第１９条の４の 規則１６―３第１９条の４の

「人事院が定める額」は、次に 「人事院が定める額」は、次に

掲げる場合の区分に応じ、それ 掲げる場合の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める額とする。 ぞれ次に定める額とする。

⑴ （略） ⑴ （略）

⑵ 通勤による負傷又は疾病に ⑵ 通勤による負傷又は疾病に



よる障害の場合（⑷から⑹ま よる障害の場合（⑷から⑹ま

でに該当する場合を除く。） でに該当する場合を除く。）

次に掲げる障害等級の区分 次に掲げる障害等級の区分

に応じ、それぞれ次に定める に応じ、それぞれ次に定める

額 額

ア 第１級 ８４５万円 ア 第１級 ９１５万円

イ 第２級 ８２０万円 イ 第２級 ８８５万円

ウ 第３級 ７９０万円 ウ 第３級 ８５５万円

エ 第４級 ５００万円 エ 第４級 ５２０万円

オ 第５級 ４３０万円 オ 第５級 ４４５万円

カ 第６級 ３６０万円 カ 第６級 ３７５万円

キ 第７級 ２９０万円 キ 第７級 ３００万円

ク 第８級 １９０万円 ク 第８級 １９０万円

ケ 第９級 １５０万円 ケ 第９級 １５５万円

コ 第１０級 １２０万円 コ 第１０級 １２５万円

サ 第１１級 ９０万円 サ 第１１級 ９５万円

シ 第１２級 ７０万円 シ 第１２級 ７５万円

ス 第１３級 ５０万円 ス 第１３級 ５５万円

セ 第１４級 ３５万円 セ 第１４級 ４０万円

⑶～⑹ （略） ⑶～⑹ （略）

１１ （略） １１ （略）

１２ 特別給支給率の取扱いにつ １２ 特別給支給率の取扱いにつ

いては、次による。 いては、次による。

⑴ 規則１６―３第１９条の６ ⑴ 規則１６―３第１９条の６

第１項の「人事院が定める 第１項の「人事院が定める

者」とは、同項の規定による 者」とは、同項の規定による



特別給支給率を計算すること 特別給支給率を計算すること

ができない職員、同項の期間 ができない職員、同項の期間

内に採用され、復職し、又は 内に採用され、復職し、又は

職務に復帰したためその期間 職務に復帰したためその期間

内に給与法の規定による期末 内に給与法の規定による期末

手当及び勤勉手当並びに一般 手当及び勤勉手当、一般職の

職の任期付研究員の採用、給 任期付職員の採用及び給与の

与及び勤務時間の特例に関す 特例に関する法律（平成１２

る法律（平成９年法律第６５ 年法律第１２５号）第７条第

号）第６条第５項に規定する ４項に規定する特定任期付職

任期付研究員業績手当若しく 員業績手当並びに一般職の任

はこれらに相当する給与（以 期付研究員の採用、給与及び

下「特別給」という。）が支 勤務時間の特例に関する法律

払われなかった職員又は支払 （平成９年法律第６５号）第

われた特別給の総額が著しく ６条第５項に規定する任期付

少ない職員その他規則１６― 研究員業績手当若しくはこれ

３第１９条の６第１項の規定 らに相当する給与（以下「特

により計算された特別給支給 別給」という。）が支払われ

率が公正を欠くと認められる なかった職員又は支払われた

職員をいい、これには、同項 特別給の総額が著しく少ない

の規定により計算して得た特 職員その他規則１６―３第１

別給支給率が１００分の２０ ９条の６第１項の規定により

に満たない次に掲げる職員が 計算された特別給支給率が公

含まれる。 正を欠くと認められる職員を

いい、これには、同項の規定

により計算して得た特別給支



給率が１００分の２０に満た

ない次に掲げる職員が含まれ

る。

ア・イ （略） ア・イ （略）

⑵ （略） ⑵ （略)

１３～１６ （略） １３～１６ （略）

第１９ その他の事項 第１９ その他の事項

１～１４ （略） １～１４ （略）

１５ 休業補償事由発生日が令和 （新設）

７年４月１日から令和１０年３

月３１日までの間における第９

の３の⑶の規定による額につい

ては、第９の３の⑶の規定によ

るほか、規則１６―０第４６条

の規定の例による。

１６ 補償法第４条第１項及び規 （新設）

則１６―０第１２条に規定する

平均給与額の算定期間に在外給

与法の規定に基づく配偶者手当

の支給を受ける者であって、事

故発生日が令和７年４月１日か

ら令和８年６月３０日までの間

であるものに対する第１４の２

の１の規定の適用については、

第１４の２の１に規定する給与

の総額に加える給与の額及び第



１４の２の１の⑷に規定する扶

養手当の月額には、１月につ

き、一般職の職員の給与に関す

る法律等の一部を改正する法律

（令和６年法律第７２号。以下

この１６において「令和６年給

与法等改正法」という。）附則

第１５条の規定による改正前の

在外給与法第１５条及び令和６

年給与法等改正法附則第１７条

の規定の適用がないものとした

場合に、令和６年給与法等改正

法第２条による改正前の給与法

の規定又は令和６年給与法等改

正法附則第６条の規定により読

み替えて適用する給与法第１１

条の規定に基づき支給されるこ

ととなる配偶者に係る扶養手当

の月額が含まれるものとする。

１７ 補償法第４条第１項及び規 （新設）

則１６―０第１２条に規定する

平均給与額の算定期間に令和７

年４月１日から令和１０年３月

３１日までの期間が含まれる場

合における第１４の２の１の⑷

の規定の適用については、第１



４の２の１の⑷中「１級地」と

あるのは、「１級地又は人事院

規則９―４９―５７（人事院規

則９―４９（地域手当）の一部

を改正する人事院規則）附則第

３条第１号の２０パーセント級

地」とする。

別表第２ 補償事務主任者を置く組 別表第２ 補償事務主任者を置く組

織区分（国の機関） 織区分（国の機関）

実施機関 組 織 区 分 実施機関 組 織 区 分

（略） （略） （略） （略）

厚生労働 （略） 厚生労働 （略）

省 （削る） 省 国立感染症研究所

（略） （略）

（略） （略） （略） （略）

備考 （略） 備考 （略）

以 上


